
委任者（頼む人）が全てご記入ください。

※代理人（窓口に来る人）の欄も委任者がご記入ください

※住民課内のみのお手続きであれば1つの委任状で複数対応可能ですが、別の課での

お手続きも委任されている場合、住民課でのお手続きの際は、委任状の原本が必要

です。（原本は申請書の添付資料として回収致します。）ご注意下さい。

※郵便局にて転送のお手続きをされている場合、届きません。

※住民票に記載の住所以外への送付も原則できません。

委任事項を必ず✔してください。

※複数該当の場合全て✔をお願いします。

・身体上の都合による場合（手が不自由、目が見えない等）のみ代筆が可能です。

※委任者の意思が確認できないと思われる理由では受付できません。

　（認知症、入院中、高齢、仕事で忙しい…など）

・代筆された際は委任者の方の本人確認書類を必ずお持ちください。

住民票の住所に転送不要郵便での送付となります。


